
平成29年度事業計画
（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

　政府が設置した、「働き方改革実現会議」で、①同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改
善。②賃金引き上げと労働生産性の向上。③時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の
是正。④雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育
の問題。⑤テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方。⑥働き方に中立的な社会保障制
度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備。⑦高齢者の就業促進。⑧病気の治療、そし
て子育て・介護と仕事の両立。⑨外国人材の受入れの問題。の９項目を主要テーマとして提示
し、その実現に強い意欲を示しています。
　私たち社労士は、「人を大切にする・人を生かす労務」を通じ、「働きやすい職場作り」のお
手伝い、安心できる年金制度への対応を含め、企業や労働者・生活者をサポートすることで、
上記９項目の全てに関わり、新しい時代の働き方に貢献することが期待されています。さらに
来年には社会保険労務士制度創設50周年を迎えるにあたり、社労士としての品位の保持と資質
の向上に努め、職業倫理の確立と一層の自己研鑽に努めて行かなければなりません。
　本年度は、「働き方改革」や「マイナンバー対策」「セキュリティー対策」を含め、会員各位
の資質向上に寄与すべく、研修会、事業、広報など各種機会の充実に取り組むため、連合会と
連携をとり、会員皆様方のご支援・ご協力を頂きながら以下の事業を実施することといたしま
す。

Ⅰ．業務の拡充・改善に関する事業
　労働及び社会保険に関する法令を担う唯一の国家資格者として、業務の拡充・改善と制度の
更なる発展に向け、以下の事業を行う。
①「社労士会労働紛争解決センター奈良」の運営と「労働・年金総合相談室」との連携強化
　�解決センターの設立から５年が経過し徐々に認知されつつあるが、労働・年金総合相談室と
の連携を更に強化し、利用促進を図るとともに「法テラス」との連携を図る。
②事業開発に関すること
　�医療労務コンサルタントによる電話相談ホットライン（連合会モデル事業）の継続。また、
連合会と連携しながら医療・介護・建設・保育業界からのニーズに対応できるコンサルタン
ト養成等に取組む。
③電子申請の利用促進に関すること
　�利用環境の改善に関する労働局との定期協議の実施及び、利用率向上に向けた研修、ヘルプ
デスクによる照会対応を行う。
④サイバー法人台帳（ROBINS）の確認者登録の推進
　経営労務診断サービスの活用を推進するため、会員の確認者登録を推奨する。
⑤「社労士会セミナー」の開催
　人事労務に関し、中小事業主の関心が高いテーマを中心にセミナーを開催する。



⑥社会保険労務士業務侵害行為の防止対策に関する事業
　�連合会と連携し、隣接士業のＨＰチェック等を通じ業務侵害への警告体制を強化する。
⑦情報セキュリティー対策に関すること
　�平成29年７月に開始されるマイナポータルの運用により、マイナンバーのセキュリティー対
策等が注目されるところから、社労士事務所の対策等について情報提供を行うとともに、特
定個人情報取扱いを含む「新社労士個人情報保護事務所認証制度（新 SRP）」促進について
の周知を進める。
⑧社労士制度への理解・協力を得るため、労使団体及び士業関係団体との交流強化
　�労働組合連合との情報交換、専門士業連絡協議会との交流の他、金融機関等との連携を図る
ことにより、社労士制度への理解を得るとともに中小企業支援に対応する。
⑨社会保険労務士賠償責任保険の加入促進
　�個人情報保護に関する特約の周知、および、関与先企業も利用できる新たな使用者賠償責任
保険（労災上乗せ保障）の周知・加入促進に取り組む。

Ⅱ．委託・契約に基づく事業
　厚生労働省はじめ、行政機関等からの委託・契約に基づき、以下の事業を行う。
①厚生労働省及び奈良県の委託事業
　労働局・奈良県等の相談支援・委託事業を通じ、「働き方改革事業」への協力を行う。
②年金事務所における年金相談業務
　委託相談員の派遣を行う。
③健康保険協会の委託による年金事務所での窓口相談業務
　委託相談員の派遣を行う。
④医療勤務環境改善支援・がん患者の就労支援
　�奈良県医療勤務環境改善支援センターへのアドバイザーの派遣を行う他、協力事業として、
がん診療連携拠点病院の相談支援センターへのアドバイザー派遣を行う。

Ⅲ．会員の資質向上に関する事業
　「社会保険労務士倫理綱領」に則り、会員の品位保持と資質向上のため研修等に取組み、以
下の事業を行う。
①労働及び社会保険に関する法令研修の実施
　必須研修として実施する。
②人事・労務管理の研修の実施
　必須研修として実施する。
③新 SRP認証制度に関する研修の実施
　�個々の社労士事務所が宣言する特定個人情報保護評価書に基づく認証制度（新 SRP）の研
修を実施する。
④医療・介護等の業界別研修の実施
　�連合会と連携し、医療労務コンサルタント・介護・保育事業等の労務管理研修を実施する。



⑤あっせん手続の実践・法的知識習得研修の実施
　解決センターのあっせん委員候補者への研修を行う。
⑥連合会Eラーニングの活用促進
⑦年金の専門家としての研修の実施
　年金制度改正に即応した研修を行う。
⑧連合会・近畿地域協議会の研修会への参加促進
⑨近畿地協実施の関西大学大学院推薦入学制度への希望者推薦
⑩新規入会者研修の実施
⑪倫理研修の実施
　会員の品位保持に向けた研修を合わせて実施する。
⑫自主研究会への支援

Ⅳ．広報に関する事業
　社労士制度を広く周知し、国民にその有用性を理解いただくとともに、業界発展のため、以
下の事業を行う。
①「大和社労士」の発行
②「社労士制度推進月間」「社労士の日」を通じたアピール
　年金・雇用・労務の無料相談会を実施する。
③近畿地協と連携したＴＶコマーシャルの実施
④経常的なポスター掲示先の確保
⑤「社労士会労働紛争解決センター奈良」の広報
⑥「社労士成年後見センター奈良」の広報
⑦ホームページの活用
⑧マスコミ、関係機関等に対する広報

Ⅴ．基盤拡大と運営強化に関する事業
　単会の基盤拡大と運営強化を図り、制度発展のため、以下の事業を行う。
①社会保険労務士の登録及び届出に関する事務
　登録・届出に関する事務の他、事務所名称ガイドラインの周知を行う。
②会員の会事業への参加促進と委員会活動の活性化
③連合会及び他府県社会保険労務士会との連携促進
④社会保険労務士試験への協力
⑤事務局体制の整備
　近畿地協の事務局間の情報交換を図り、事務局の災害対策を強化する。

Ⅵ．社会貢献に関する事業
　社労士としての社会貢献を果たすため、行政機関等に対し必要な協力と共に、国民の期待に
こたえるため、以下の事業を行う。



①労働社会保険行政等の事業への協力
②業務運営に関する行政機関等との連絡協議会の開催
　労働局・日本年金機構・健康保険協会との連絡協議を行う。
③「街角の年金相談センター奈良」の運営・充実
　利用促進のための広報、現相談員の研修充実と共に、後継相談員の育成を進める。
④「出前授業」等を通じた学校教育への社労士活用に関する事業
　講師の拡充と、受入れ校の拡大を図る。
⑤大学の寄付講座への協力
　近畿地協と連携し、大学の寄附講座へ講師を派遣する。
⑥「社労士成年後見センター奈良」への支援
　センターの広報、後見人更新研修の支援を行う。
⑦地方自治体に対する「労働条件審査」の周知と導入の働きかけ

Ⅶ．制度創設50周年に関する事業
　平成30年に社労士制度創設50周年・県社労士会設立40周年を迎えるにあたり、記念誌の発
行・記念式典等の記念事業の検討・準備を進める。

Ⅷ．その他諸事業
　上記の各事業に加え、以下の事業を行う。
①社労士会館維持・運営に関する事業
②社会保険労務士への苦情に対する適切な対応
　苦情処理取扱の厳格化、不適切な広告・情報発信への指導
③ SR経営労務センターとの連携
④会員の厚生・親睦に関する事業


